
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
六
十
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
奈
良
県
地
方
独
立
行
政
法
人
の
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
地
方
独
立
行
政
法
人
の
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
九
年
三
月
奈
良
県
条

例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
本

則
を
第
三
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め

る
重
要
な
財
産
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
設
立
す
る
地
方

独
立
行
政
法
人
に
係
る
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
）

第
二
条

県
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め

る
重
要
な
財
産
は
、
そ
の
保
有
す
る
財
産
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第

二
項
の
認
可
に
係
る
申
請
の
日
に
お
け
る
帳
簿
価
額
（
現
金
及
び
預
金
に
あ
っ
て
は
、
申
請
の
日

に
お
け
る
そ
の
額
）
が
五
十
万
円
以
上
の
も
の
（
そ
の
性
質
上
同
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
す
る
こ

と
が
不
適
当
な
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
承
認
は
」
の
下
に
「
、
次
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
し
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
期
間
は
、
五

年
」
を
「
年
齢
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
奈
良
県
条
例
第
十
七
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
年
齢
か
ら
五
年
を
減
じ
た
年
齢
」
に
改
め
る
。



（
奈
良
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
百
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
四
百
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
「
奈
良
県

固
定
資
産
評
価
審
議
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
第
一
項
中
「
奈
良
県
固
定
資
産
評
価

審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
奈
良
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

奈
良
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
査
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
奈
良
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
員
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

奈
良
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
員
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年

七
月
奈
良
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
員
数
」
を
「
員
数
等
」
に
改
め
る
。

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
員
数
）
」
を
付
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
）

第
二
条

介
護
保
険
法
第
百
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
同
条
第
二
項
の
合
議
体

を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
は
、
三
人
と
す
る
。

（
奈
良
県
社
会
教
育
委
員
定
数
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

奈
良
県
社
会
教
育
委
員
定
数
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
四
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



奈
良
県
社
会
教
育
委
員
条
例

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
任
期
）
」
を
付
し
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
組
織
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
七
号
）
第
十
五
条
に
基
づ
く
奈
良
県
社
会
教
育
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
」
を

「
委
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者

並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

第
一
条
を
第
二
条
と
し
、
第
一
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
設
置
）

第
一
条

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

奈
良
県
社
会
教
育
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
奈
良
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

奈
良
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
（
平
成
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
補
欠
」
を
「
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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